
関係者ヒアリングの進め方（案）

１．目的１．目的

〇 環境保全有識者会議は、国土交通大臣が工事実施計画の認可を行ったリニア中央新幹線の静岡工
区について、JR東海におけるトンネル掘削等の工事計画に対する環境保全に関する取組みに関し、
科学的・客観的な観点から議論を行うことにより、JR東海に対して指導等を行うことを目的として
開催している。

〇 関係者ヒアリングは、有識者会議における論点整理に資するよう、地方公共団体等から、環境保
全に関し、地域に係る情報や地域の声等を収集することを目的として実施する。

資料２

２．実施方法２．実施方法

＜ヒアリング形式＞
〇 有識者会議（本会議）において関係者ヒアリングを行う（資料のみの提出等も可とする）。

＜ヒアリング先の選定＞
〇 ヒアリング先については、以下の者を対象とし、有識者会議の委員と協議の上、決定する。
（１）静岡県、静岡市、大井川流域市町（オブザーバーとして参加している地方公共団体）
（２）静岡県、静岡市、大井川流域市町から推薦があった者
（３）オブザーバーとして参加している関係省庁（文部科学省、農林水産省（林野庁）、

環境省）から推薦があった者
（４）有識者会議の委員から推薦があった者


